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The purpose of this paper was to make clear the position and the responsibilities of the teacher or

the superviser in school.

Sports club activities of the instractors wear related to two main area, education area and superviser

area, that Mixed up cause the situation of the much complcation.

This study was山一ded to investigat the relationships between these two term. It was needed to study

the view point of low and to study ofjudical precedents.

Major五ndings are summarized as follows :

1) Between the sports activity and the public administration has the cleared contradiction of a o餓ce

hours.

2) these school teachers have many duties and their volunteer activities for sports club are requiered

to their duty in any case.

3) This duty of the activity should transfer to outside of school.、 At. the same time it need t′o change the

flexed public administration system for solved the cleared contradiction.

はじめに

一般企業などが週休二日制に向かっている時代に学

校教育をどのようにするか,これは二十数年来の課題

であった。既に1970年代初めから日教組は,教師の研

究時間確保と過密授業解消のため学校五日制を提唱

し,北海道の一部では土曜日は授業をせず,クラブ活

動や行事に当てるといった学校五日制を想定したカリ

キュラムを実施してきた。

この学校五日制は,学校教育とは何かという基本的

な問題の検討をぬきにしては実施することはできな

い。この制度の導入について検討している文部省の会

読(社会の変化に対応した新しい学校運営等に関する

調査研究協力者会議)は, 91年3月,新たに専門部会

を設置して具体的な検討に入った。それまで文部省

は, 90年4月から全国9都県の公立小,中,高,さら

に幼稚園など68校をモデル枚として,実験的に月1,

2回を土曜休業として五日制を試行している。

文部省はこうした結果をふまえ,新たに設置した専

門部会では具体的に検討を行い, 92年2学期から,月

に1回というように,段階的に学校五日制を導入する

ことにしている。

このように学校週休三日制が実施された時,体育轟

クラブ活動はどのような影響を受けるのであろうか。

学校五日轡が過密授業解消を目的としたとき,土曜日

に行われるクラブ活動は,禁止ということも考えられ

る。しかし,一般的に試合日は日曜日に集中している

ことや,多くの大会が土・日曜日にまたがって開催さ

れている現次では,土曜日のクラブ活動停止は難しい

であろう。従ってクラブ活動顧問は何らかの形でその

活動内容と責任に関わっていくことになる。

現在においてもクラブ活動は問題点を含んでいる。
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1968年の指導要額改定により,全員参加型の必須クラ

ブが正規の授業時間に楓みこまれて以来,従来のクラ

ブ活動は, 1977年の指導要領に示されるよう学校の教

育活動の一環として位置づけられるが,課程外の活動

とされている1)。この課程外の活動は日常的に正規の

勤務時間外に行われ,教員の勤務体制においても開港

点の増幅が予想される。

I.研究の目的

中・高等学枚がクラブ活動の目的は,生徒が自主

的・自治的に活動・道営していくことにある2)。そし

てこのクラブ活動が条件として,各クラブには顧問と

なる教師が不可欠である。このクラブ活動は,教育活

動の一環として認識されているが,現実には中・高校

体育連盟や各種スポーツ協会とも密接な関係を持ち,

この顧問教師の活動内容と責任範囲はより一層不明瞭

なものとなっている。特にこの勤務時間外活動におけ

る顧問教師の活動内容と責任範圧的こついて明確に意見

を述べている研究は,ほとんど見あたらない。

週休2日制の完全実施が近い将来施行されたなら

ば,この不明瞭さは,図1に示すように勤務時間外の

増加と共に増幅されるであろう。

本研究では,クラブ活動内容・定義を公文書,法

週休一E]制

月　　火　水　木　金　土　　日

週休二日制

月　火　水　木　金　土　日

的,公的機関の立場よりこれを明らかにする。そして

この責任範囲を訴訟という形で問われたクラブ活動の

事故訴訟判例を考察することでより明確な社会的・現

実的な顧問教師の責任範囲を示す。そしてこれらの過

程で生じる矛盾.間遭点へも考察を加えてその解決策

を提示することにある。

Ⅲ.学校クラブ活動の定義について

①　日本学輝安全会の見地

【学校の教育計画に基づいて行われる

「課外指導を受けているとき」について】

課外指導として行われる教育活動

学校教育は,学校が編成した教育課程に基づいて行

われるが,授業日の放課後や休日,祝日,長期休業中

などに授業の補足的な教育活動の行われることがあ

る。例示すると次のような活動である。

各教科の補習授業,課外クラブ活動,林間学枚,臨

海学校,水泳指導,スキー指導,スケート指導,ハイ

キング,キャンプなど,これらの活動の中には,競技

団体その他の団体などが主催し,児童・生徒等が学校

と関係なしに参加する場合もあるが,学校が活動の教

育的意義を認めて自ら計画し,その責任のもとに実施

するものも多い。学枚の管理下となるのは,この後者

の場合である。この場合,授業としての教育活動は,

児童・生徒等全員共通に行われるのが建前であるが,

課外指導ではクラス単位に,あるいはクラスの一部ま

たは個人についてというように種々の指導形態が考え

られ,ある教育活動-の児童・生徒等の参加が希望参

加の形をとっている場合があっても,それのみによっ

て課外指導と認められないということ・はない3)0

なお,従来のクラブ活動はすべて教育活動に基づく

授業としての特別教育活動に位置づけられていたが,

先年行われた学習指導要額の改定によって,授業とし

ての特別活動あるいは各教科以外の教育活動に位置づ

けて行われるクラブ活動は,児童・生徒等全員参加の

必須クラブ活動に限られ,これ以外の授業日の放課後

や休日,祝日,長期休業中などに行われる任意参加に

よるクラブ活動は,教育課程外の教育活動として行わ

れるようになったので,この任意参加のクラブ活動

は,課外指導として取り扱うのが妥当であると解され

る。

②　文部省体育局通達　昭和43年11月8日　文体223

【中学校,高等学校における

運動クラブの指導について】

中学校,高等学校における連動クラブは,各種の達
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動の練習を通じて生徒の自発的な活動を助長し,心身

の健全な発達を促し,進んで親律を守り,たがいに協

力して責任を果たすなどの社会生活を営むに必要な態

度を養うよい機会でありますが,指導が行き届かない

場合においては,漫律が乱れたり,勝敗にとらわれて

ゆきすぎた練習や暴力的行為が行われたりするなどの

あやまった行動を招くおそれがあり,最近,そのよう

な望ましくない事例が一部にみられたことは,まこと

に遺憾であります。

連動クラブの指導については, 「中学枚,高等学枚

における運動部の指導について(昭和32年5月16日文

初中第275号文部省初等中等教育局長通達)」をもっ

て,関係者の格別のご配慮をお願いして参りました

が,さらに下記事項に留意し,いっそう成果をあげる

ようご配慮願います。

なお,貴管下の教育委貞会および学校に対し,この

主旨の周知徹底方について,よろしくお取り計らい願

います4)0

記

1枚長をはじめ連動部長などの連動クラブの責任

者,在日別の各クラブ担当教員などによる指導組織

を確立し,関係教員全月が連係を密にし,協力して

指導の徹底を計るようにすること。

2　種目別の各連動クラブの担当教月は直接指導に当

たるように努めるとともに関係教月相互の協力体制

を整えて,部月から必要に応じ報告を求めたり,防

時巡回したりするなどの適当な方法によりその活動

状況をたがいに連絡しあうようにし,連動クラブの

活動の実態をじゅうぶん掌握するようにすること。

3　部員の健康管理にじゅうぷん留意するとともに,

望ましい人間関係の育成に留意し,連動クラブに明

朗快活な気風を育てるようにすること。この場合,

学級(ホームルーム)担任教員や父兄ともじゅうぷ

ん連絡を保つようにすること。

4　連動クラブゐ活動については,できるだけ時間を

有効に用い,生徒の生活全体からみて調和の失われ

ることがないように配慮すること5)0

③　勤務時間外クラブ活動黒間の法的位置づけ

クラブ活動の指導は勤務時間外(平日の午後5時以

降,日曜祝日等)にも行われることが一般的である。

法的にはこの指導は超過勤手当(一般職の職員の給

与に関する法律第16粂・労働基準法第2章37粂)の対

象とはならない。したがって教員が正規の職務として

従事する訳ではない。以上のことより勤務時間外のク

ラブ活動指導は,教員の自発的勤務と解釈される。

しかし一方では,教員特殊業務手当(一般職の職貞

の給与に関する法律第13粂・地方公務員法第25粂3.

四)の支給対象に含まれているoこれは学校の管理下

で行われる生徒に対する指導業務で勤務を要しない日

哩,祝日もしくはこれに相当する日に行われるもの

に,この手当が支給される6)。

具体的にはクラブ活動顧問が,その担当する部活動

で生徒を直接に指導する場合で,正親の勤務時間外に

業務に従事した時間が引き続き5時間程度であれば支

給対革になる(昭和52年12月21日「特殊勤務手当の運

用について」の一部改正7))。

Ⅲ.判例研究

判例要約①　松山高校体操部員鉄棒転落負傷事件

判　決　浦和地裁　昭和56年8月19日　判決

昭和49年(ワ)第208号

事件名　損害賠償請求事件

原　告　伏見知久ほか4名

被　告　埼玉県

【事件のあらまし】

昭和41年8月10日,埼玉県立栓山高等学校の体操部

が,上尾高枚の体育館を使って合宿練習をしたが, 1

年生郁男の1人が,練習中に誤って鉄棒から転落し頭

を強打して重傷を負った。

被害生徒らから,顧問教月に過失があったとして,

県に対して1億3756万円余の損害賭償が請求された。

裁判所は,顧問教貞に過失があったとして,諸求を

認めたが,他方被害生徒にも過失があったとして, 3

割の過失相殺をした8)0

【指導担当教貞等の過失の有無】

本件によると,高等学校におけるクラブ活動は,坐

徒の自発的な活動を助長することが建前であるが,そ

れとともに,常に教師の適切な指導が必要とされるも

のであり,その指導担当教師は,単に名目だけでな

く,たえず部の活動全体を掌握して指揮監督に当り,

指導に当って外部の指導者を依頼する場合にも,実際

に担当教師が練習に参加して指導上の責任をもち,そ

の指導者との密接な連絡のもとに教育的効果のあがる

ような指導が行われることが必要とされていることが

認められる。

このような見地からすると,担当教諭としては,日

頃から体操部の練習に自ら参加したうえ,部月の技術

面及び安全面の指導を行うべきであり,特に,枚外に

おける施設,環境のもとで練習をする場合には,その

こと自体によって,日常の練習の場合以上に危険の発

生が予想されるのであるから,自ら生徒を引率し,事

故防止について生徒を十分に指導し,そのための安全
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措置をとったうえで練習を開始させるか,あるいは,

何らかの事情で他の者に引率指導を依頼せざるをえな

い場合には,事前に練習場所の状況について調査し,

その者に対して,事故防止についての指導や安全措置

をとるべき義務があり,本件についていえば,松山高

校と上尾高校の鉄棒の施設について,前者が屋外にあ

るのに対し後者が屋内にあるという環境の差異からし

て,演技中の感覚に違いが生ずることを部員に十分説

明し,演技中に墜落した場合に,桧山高校においては,

落下面に深さ1メートルの穴におがくずが埋められて

いて安全が確保されているのに対し,上尾高校におい

ては,マットが敷かれているだけなので,事故を避け

るため事前に補助者を配置する等の措置をとるように

具体的に教示し,そのような安全措置をとった後に練

習を開始させるよう特段の指示をするべきであった。

ところが,担当教諭は,日常の練習においても,ほ

とんど参加したことがなく,実技指導はもとより,安

全面の指導も行わず,依頼した外部のコーチに対して

ち,安全措置をとるよう指示した形跡がなかったばか

りでなく, 8月10日に上尾高校で合同練習があること

を知りながら,これに参加せず(参加できなかった理

由について納得できる説明はない。)しかも,当日体

操部月を引率したコーチに対して事故防止について前

記のような指示をすることがなかったため,同人も,

その点について全く配慮することなく,原告生徒を含

む部員らに日常と同一の練習をさせたのであるから,

被告の履行補助者たる担当教諭は,部員たる原告生徒

の身体の安全を確保すべき義務を怠ったものといわざ

るをえない。

そして,同人が,日常から安全面の指導を十分に

し,特に,本件事故当日も,上尾高校における合同練

習に参加するか,少なくとも,コーチに指示して前記

のような義務を履行していたならば,原告生徒も,日

常の練習以上に注意を払って鉄棒の練習をすることに

よって,墜落の危険を可及的に減少させ,また,仮に

墜落したとしても,他の部員がそれを予想して補助の

役割を果たしていれば,墜落者の身体を受け止めるこ

とによってその衝撃を緩和し,本件のような重大な傷

害の発生を防ぎえたであろうことは十分に予想できる

から,担当教諭の義務違反と本件事故発生との間に

は,相当因果関係があるものというべきである。

そうすると,被告は,国家賠償法1条に基づき,本

件事故によって原告らの蒙った損害を賠償する義務が

あるg)O

判例要約②　藤園中学校柔道クラブ練習中負傷事件

判　決　熊本地裁　昭和45年7月20日　判決

昭和42年(ワ)第151号

事件名　損害頗償請求事件

原　告　中川穂積ほか2名

被　告　熊本市ほか2名

【事件のあらまし】

昭和41年5月26日,熊本市藤園中学校の柔道クラブ

の練習に参加していた新入生が約束げいこの練習中,

背負い投げで投げられた際に崩れ落ち,前頭部を畳に

強打して脳内出血,脳軟化症の傷害を受け,言語障

害,右半身麻痔の後遺症を残すに至った。

このことに関し被害者の新入生及びその両親から熊

本市,中学校長,柔道クラブ指導担当教員に対して損

害賠償請求がなされた。裁判所は公務員である中学校

長,柔道クラブ指導担当教員に指導監督上の過失があ

ったとして熊本市に対する請求を認めたが,他方国家

賠償法第1条の解釈として,公務員個人に対する請求

は棄却した"))

【指導担当教員等の過失の有無】

公立中学校等の校長ないし教員が中学校における教

育活動につき生徒を保護監督すべき義務があること

は,学校教育法上明らかであり,本件柔道クラブ活動

が特別教育活動の一環として行われていたことは前記

のとおりで,これは正規の教育活動に含まれるもので

あるから,右柔道クラブ活動を企画,実施するに際し

ては,柔道練習に内在する危険性に鑑み,校長,クラ

ブ指導担当教師が職務上当然生徒の生命,身体の安全

について万全を期すべき注意義務が存することはいう

までもない。

被告らは,本件事故は教師の勤務時間外に発生した

ものであり,被告坂口(クラブ指導担当教師),同高

田が職務上の義務として教育精勤に従事するのは,戟

務時間内に限られるべきであるから,勤務時間を超え

ての教育活動については職務上の指導監督の義務はな

いと主張するが,本件柔道クラブ活動が正規の教育活

動である以上たとえそれが教師の勤脚寺間を超えて行

われることを通常の形態とするとはいえ,これを実施

する限り,指導担当教師は,勤務時間外においてもそ

の職務上の義務として生徒の生命身体の安全について

万全の注意を払うべきであり,勤務時間外の故をもっ

てその指導監督を放棄するとせば,柔道練習を止めさ

せるなどして危険の発生を防止すべき義務があるもの

と解すべきである。

しかるに本件事故発生当時被告坂口はm役月総会

に出席し,又もう一人の柔道クラブ指導担当教諭であ

った村元春雄も生徒指導主任会議に出席してともに不

在であり,又学校から委嘱を受けて実技の指導に当た

っていた白石礼介もいまだ練習指導に来ていなかった
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のである。しかも村元および被告坂口の両名は,本件

柔道練習は通常午後4時30分ごろから始められ,他方

前記白石が実技指導に赴く時刻が午後5時から午後5

時30分ごろまでの間であるのが常であることを知って

いながら,自らは月に2回ぐらい顔を出す程度で専ら

その指導を白石に任せ,当日もいつものように本件柔

道練習が始められるであろうし,現に行われていたこ

とを熟知しながら,本件柔道練習につき何等の配慮も

しないで漫然と学校を退出したものであった。

そうだとすると,被告坂口は,本件柔道練習につい

ての指導監督義務を放棄したに等しく,同被告におい

てすくなくとも実技指導者の白石が来るまで自ら指導

監督に当たるなり,他にこれを依頼するなどし,生徒

の生命身体の安全確保につき適切な処置を取っていた

ならば,本件事故の発生を防止し待たであろうと考え

られるので,この点に同被告の過失が存するものとい

わねばならない。

被告高田が校長として被告坂口を監督すべき義務を

負うことは明らかであり,前記のような被告坂口の本

件柔道練習についての指導監督について適切な指導助

言をしたことの認められない本件においては,その注

意義務を怠ったものであるというのほかはないlォ。

判例要約②　富田林高校柔道部練習中死亡事件

判　決　大阪地裁　昭和49年4月26日判決

昭和46年(ワ)第4942号

事件名　損害腰償請求事件

原　告　柏原明ほか1名

被　告　大阪府

【事件のあらまし】

昭和46年7月22日,高校柔道部の夏季特別練習に参

加していた1年生が,乱取り練習中大外刈をかけられ

たが受身ができず後頭部を床に打った。再び乱取りを

行ったところ今度は小内刈をかけられ受身ができず,

転倒して頭部を打ち,間もなく意識不明となり翌朝死

亡し-A.

死亡した生徒の両親は,指導教員に過失があったた

めに事故が起こったとして,大阪府に対して1585万円

の損害賠償を請求した。

裁判所は,指導教員は必要な注意義務を果たしてお

り過失はなかったとして請求を棄却した12)n

【高等学校教員の生徒に対する指導・監督義務の範囲

とその内容(程度)】

高等学校の校長および教員は,所定の教科につき教

育を施す場合は勿論,教科以外の教育活動たるクラブ

活動においても,生徒を監護する義務を負うが,その

監護義務の内容は,生徒の年齢,性別,知的発達の程

度等の具体的事情により自ら異なるものがあり,高等

学校1学年と3学年の生徒間で心身の発達の程度には

相当の差があるとしても,一般的には,高等学校生徒

は満15才以上であって,ほ概友人に近い弁識能力を備

え,自らの活動とその結果を理解し,自らの行動を自

主的に決定する能力を概ね具有していると解されるか

ら,校長および教員としては,生徒の自主的判断と行

動を尊重しつつ,なお不十分とみられる判断力,理解

刀,責任感,自主性を助長し,常識ある社会人に育成

するという教育活動の目的に従い,生徒の判断,行動

に助言,協力指導を与え,その逸脱を防止すれば足

り,生徒の判断過程および行動と結果を逐一監視する

義務まで負うものではない。そして,生徒の自主性,

社会性を養うための教育活動たるクラブ活動において

は,右の趣旨がより一層妥当するものと解される。も

っとも,当該生徒の判断力,体九運動能力等が著し

く劣る状態にあることが,教育活動を担当する教貞に

おいて明らかな場合には,当該政男が当該生徒の特殊

性に応じた教育活動をなし,これに応じた監督義務を

負うことは言うまでもないところである13)n

Ⅳ.考　　　察

Ⅱ-①一日本学校安全会の見地では,クラブ活動の

教育的意義を学校が認め,自ら計画し学校の責任のも

とに活動を実施した場合,この活動は,学校の管理下

となり教育過程外の教育活動と認識される。ひとたび

教育課程外の教育活動と認識されれば課外指導とな

り,これは教員の職務として位置づく。

このプロセスは,図2のステップ1-ステップ3ま

でで,・クラブ活動内容を示している。クラブ活動指導

は,教月の超過勤務について定めているいずれの項目

にも該当せず,教月が正規の勤務としては扱われてい

ない。従って,この勤即事閣外めクラブ活動指導は,

教月の自発的勤務であると考えられる。

そしてこの自発的勤御幸閣外活動は, I-③勤御幸

間外クラブ活動顧問の法的位置づけから,教員特殊業

務手当の支給対象として位置づきこの手当が支給され

る。 Ⅱ-②文部省体育局通達(昭和43年11月8日文体

223)の中で, 「校長,連動部長などの運動クラブの

担当教員は直接指導に当たるように努めるとともに,

関係職員相互の協力体制を整えて,部員から必要に応

じ報告を求めたり,随時巡回したりするなどの適当な

方法により,その活動状況をたがいに連絡しあうよう

にし,運動クラブの活動の実態を十分掌撞するように

すること」とされており,顧問教員は,直接指導をは

じめクラブ活動指導のほぼ全権を委ねられている!<サ
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図2°'顧問の勤務時間外活動の内容と責任範囲

現実問題としてクラブ活動指導に適切な顧問教員を

すべてのクラブに配置することは難しい。顧問教員の

割り振りは苦労を要することがある。適切な顧問教具

が配置できないため,生徒の要望するクラブの設置が

不可能となる場合もある。この場合,生徒の要望が強

ければ無理を承知で顧問教員を引き受けるケースもあ

る。名前だけならと考えて顧問教員を引き受けた場

合,クラブ活動全体にわたっての直接指導は困難を要

する結果となる。この結果,生徒だけの活動,または

外部の指導者に頼ることとなる。

従って勤務時間外のクラブ活動指導は,教員の自発

的勤務であっても,学校が計画し実施するもので,そ

の方法や結果について校長の指示に従い,校長が責任

を取り得る体制のもとで行われる場合は,職務として

位置づく15)n図2の矛盾で示すようにこの部分は論理

的にも,実際面でも問題点を示している。

第Ⅲ章の判例要約①, ②, ③より訴訟という形で問

われた勤務時間外のクラブ活動において,顧問教師

(指導担当教員等)の要求される責任範囲を示すと

(図2で示した職務上の義務)少なくとも5つの義務

が示されている。それらは,ア.顧問の直接指導義

務・ィ.顧問の監視義務・ウ.顧問の計画作成義務・

エ.顧問不在時の安全確保義務・オ.校長の指導助言

義務である。このほかにも一般的には,生徒の自主

性・自発性と学校の安全注意義務・練習場所の安全確

保義務などが挙げられる。

Ⅲ一判例要約①で顧問教師は,直接指導義務,監視

義務,顧問不在時の安全確保義務等において顧問教師

は過失を問われている。顧問教師の義務違反と本件事

故発生との間には,相当因果関係があるとされ,被告

は国家賠償法1条に基づき,原告らの被った損害を賠

償する義務があるとされている。

Ⅲ -判例要約②で顧問教師は,本件事故は教師の勤

務時間外に発生したものであり,職務上の義務として

教育活動に従事するのは,勤務時間内に限られている

ものとし,勤務時間を超えての教育活動については職

務上の指導監督の義務はないと主張した。しかしなが

ら,本件柔道クラブ活動が正規の教育活動である以

上,たとえそれが教師の勤脚寺間を超えて行われるこ

とを通常の形態とするとはといえ,職務上の義務を有

するという判決が下っている。

Ⅲ-判例要約③では,顧問教師は必要な注意義務を

果たしており過失はなかったと判決されたが,その監

督義務の内容において生徒の特殊性に応じた教育活動

を行う義務として専門的知乱　判断力をも要求されて

いる。

以上のことより,図2に示すステップ4-ステップ

5において,一度教員の職務として位置づいたクラブ

活動指導では,顧問教師の職務上の義務が当然発生

し,それらに対する責任範囲は,事故訴訟判例により

勤務時間外であっても,又それが超過勤務として位置

づくことがなくとも,広く社会的に解釈しているO
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V.総　　　論

1.図2のステップ1-ステップ3に示すように,

クラブ活動顧問の活動内容に対する行政的解釈には,

矛盾点があるo特に勤務時間外活動に関しては,教員

がクラブの顧問教師を拒否することができ,もしそう

なればクラブ活動は,実質学校内では活動不可能とな

る。また教員が自発的勤務として顧問教師を引き受け

たとき,現実にも行政的にも,自動的に勤務時間外活

動までも教員の職務となる。この結果,超過勤務とし

て認められないが,教員の職務としての義務が生じ

る。

2.図2のステップ4-ステップ5に示すように,

クラブ活動中の事故が生じ,訴訟という形で顧問教師

の役割と責任を問われたときそれらの義務範囲(責任)

は,広い領域にまでまたがって存在していることが明

らかである。これらの義務の中には,時間を多く有す

る直接指導義務や,専門的知識と経験を必要とする計

画策定義務・顧問教師の適切な判断が必要とされる監

視義務も含まれている。生徒の要望に応えるためには

すべてのクラブに適切な顧問教師を配分しなくてはな

らない。しかし,それらは一般的に不可能である。こ

れらのことから事故訴訟が生ずればクラブ活動顧問は

弱い立場となり多くの責任を追及される。

3. 1, 2の結果よ.り週休二日制が実施されたと

き,クラブ活動顧問の活動内容とその責任に関する問

題は増幅される可能性が強い。これに対する解決方法

はクラブ活動の主体を学校内から学校外へ移すことが

必要である。しかし,この主張は何度も繰り返されて

きたが現状はあまり変化していない。 2つ目には,学

校内活動であっても,このクラブ活動顧問の活動と責

任の所在を学校内から切り離し,また顧問教師の勤務

体制を柔軟な体制に移行することが最も重要である。
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